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1

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

職
業
訓
練
基
準
の
見
直
し

近
年
の
社
会
情
勢
や
産
業
技
術
の
革
新
の
動
向
等
を
踏
ま
え
、
職
業
訓
練
内
容
の
充
実
を
図
る
た
め
、
普
通
課
程
の
普

通
職
業
訓
練
に
お
け
る
印
刷
・
製
本
系
の
製
版
科
、
化
学
系
の
化
学
分
析
科
及
び
公
害
検
査
科
、
塗
装
系
の
建
築
塗
装
科
、

デ
ザ
イ
ン
系
の
広
告
美
術
科
、
工
業
デ
ザ
イ
ン
科
及
び
商
業
デ
ザ
イ
ン
科
並
び
に
理
容
・
美
容
系
の
理
容
科
及
び
美
容
科

並
び
に
専
門
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
に
お
け
る
電
気
・
電
子
シ
ス
テ
ム
系
の
電
子
技
術
科
、
化
学
シ
ス
テ
ム
系
の
環
境
化

学
科
及
び
産
業
化
学
科
の
教
科
の
科
目
及
び
訓
練
時
間
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
別
表
第
二
及
び
別
表
第

六
関
係
）

第
二

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
関
す
る
見
直
し

一

他
法
令
に
基
づ
く
制
度
改
正
に
対
応
す
る
た
め
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
科
、
理
容
科
及
び
美
容
科
の
免
許
職
種
に
係
る
職
業

訓
練
指
導
員
試
験
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
別
表
第
十
一
関
係
）

二

特
に
不
足
し
て
い
る
免
許
職
種
で
あ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
科
に
係
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
今
後
の
継
続
的
・
安
定
的
な
確

保
に
資
す
る
よ
う
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
科
に
係
る
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
受
験
資
格
に
、
保
育
士
登
録
証
を
有
す
る
者
、

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
若
し
く
は
准
看
護
師
の
免
許
を
有
す
る
者
、
養
護
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
、
理
学
療
法



2

士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
免
許
を
有
す
る
者
、
社
会
福
祉
士
登
録
証
若
し
く
は
介
護
福
祉
士
登
録
証
を
有
す
る
者
、
精

神
保
健
福
祉
士
登
録
証
を
有
す
る
者
又
は
保
育
教
諭
の
資
格
を
有
す
る
者
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
別
表
第
十
一
の
三
関
係
）

三

保
健
師
、
助
産
師
若
し
く
は
看
護
師
の
免
許
を
有
す
る
者
、
介
護
福
祉
士
登
録
証
を
有
す
る
者
又
は
第
二
の
二
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
者
の
う
ち
、
介
護
分
野
に
お
け
る
一
定
の
実
務
経
験
を
有
す
る
等
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
科
に
係
る
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
技
試
験
の
全
部
及
び
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
を
免
除
と
す
る
こ
と
。

（
別
表
第
十
一
の
三
関
係
）

第
三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四

施
行
期
日
等
（
附
則
関
係
）

一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。


